
特定●●■層●法人 こども●●・おとな曽● アーダコーダ 定摯・

● 1章 ●■

(名称)

第 1彙 この法人は,特定書営利活●法人 ことも,学・おとな書学 アータコータと称する。
また、英文名を h‖

“"‖“
I Pract:∞ ardmdeといい、嗜称をアーダコーダとする

「(事務所)

第2彙 この法人は.主たる事薔所を東京椰澤口に置く.

=2章
 目的■び事8

〈目的)

第3彙 この法人は、ひろく一般市民に対し、営学
"雷
を実腱じ書ユする事彙を通じて、こど

もとおとなの対日する力と考える力の向上に■離することを目的とする。
´

〈特定キ曾祠活■0■■)
第4彙 この法人は、前彙の目的を■咸するため、次に掲げる種日の特定キ営利活口を行う。

(1)社会●■の権■を口る層働
・

②学行、文化、事情又はスポーツの橿員を目る看■

(3)子どもの儘全青咸を目る活鵬

(4)歯各号に掲げる活口を行う団体の日曽スは活動に口する菫薔、助言又は操助の活動

cm
常5彙 この注人は、第3彙の目的を■虚するため、次の特定書営利活動に儡る事彙を行う。

(1)暫学対日の場づくり事彙
′

②曽学プラクティスに目する申びの場づくり事彙
′

(3)雷学プラクティスに■わる人のネットワーク静虚事彙

(4)暫学プラクティスに田する責‖および蠍村田■事彙
・

0●各号に掲げる事彙に鮒書スは口菫する事彙´

●3章 ●員

〈種別〉

椰6彙 この法人0全員は、次の2■とし、二会員をもつて囀定
"■
■活

…

く以下『法』

という。)上0社員とするf
(1)正全員 この法人の目的に費日して入金した●人及び団体

C)贅助全員 この法人の日的に贅口し、活■を支侵するために入金した●人及び団体
′

鋏ω

■7彙 全員として入金しようとするものは、代●理事が用にためる入金中込書により、代壼
理事に中し込むものとし、代嚢理事は、そのものが前彙に掲げる彙倅に菫合すると口めると

きは、正当な理由がない限り、入金を目めなければならない

「2 代壼理事は、前項のものの入金を目めないと書は、遭やかに.コ白を付した書面をもつて
本人にその口を三知しなければならないJ

〈入

"及 “
費)´



第3彙 全員は、
"に
おいて用に定める入金●及び全■を納入しなければならない。

(全員の資格の姜失)´

第9彙 会員が次の各■の―に臓当するに二つたときは、その責格を姜失する.
(1)退会日の饉出をしたと書。

α)本人が死亡し、スは全員である団体r層●したと書。
(3)●●して2年以上全費を

'納
したと書J

(4)臓名されたとき.

OE全)

■10彙 会員は、代壼■事が鵬に定める■会■を代嚢■事に提出して。任■に■会することが
できる。/
(豫名)/

第11彙 全員が次の各■の一に餞当するに至つたときは、●会において正全員●蠍の4分の3
以上の自決により。これを摯名することができる.この場合。その全員に対し。■決の前に

弁明0●会を与えなければならない.
(1)この定摯●に■晨したとき

「C)この注人の名書を●つけ、又は目的に反する行■をしたとき.
(撮出全品の不遇■)´

第12彙 鷹納の入金全。会費及びその他の■出全品は.二置しないJ

●4章 役■■

“

員
・

(湖及び定欧)
第13彙 この餞人に次の役員を置く.
〈1)理事 3人以上 16人以下
② 監事 1人
2 理事のうち、1人を代凛理事、若千名を■代豪理事とする

`α眸[lD

第14彙 理事及び菫事は、饉会において■任する.
2 代表理事及び■代寝理事は。理事の二日とする

`3 役員のうちには。それぞれの役員について、そのE働者著しくは3●■は内の■菫が1人
を超えて含まれ、又は当餞■■菫びにその■●●及び3●●以内の

“

が■■0●量の3分
の1を超えて含まれることになつてはならないr
4 菫事は、瑾事又はこの法人の■員を彙ねることができない.´
a腱]D/
第:5彙 代凛理事は、この法人を代表し、その彙薔を1は理するf
2 ■代薇理事は、代豪■事を柏佐し、代壼■事に事故あるとき又は代褻■事が欠けたときは、
代衰理事があらかじめ指名した日序によつて。その■書を●行する。

´

3 理事は、理事会を構成し、この定敢の定め及び■事会の出決に薔づ書、この注人の彙書を
執行する。

´

4 菫事は,次に■げる●薔を行う.´
(1)■事の■●●行の状況を菫壼すること.
②  この法人の財■の状況を菫壺すること。
(3)■ 2号の規定による菫壼0●暴、この法人の彙薔又は財産に日し不正の行為又は法令着
しくは定摯に■二するユ大な事実があることを■見した場合には、これを●会又は所●庁

に颯告すること。
´

，

“



(4)前号の報告をするためら姜がある場合には,"書 招集すること.
(5)理事の彙薔犠行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事にな見を述べ.着しく
は理事会の招彙を●求すること.

(任期■)

第16彙 役員の任期は、2年とする。ただし。再任を妨げない.
2 歯項の燿定にかかわらず、任期■7■に就任●2事彙年度が薔了した0のmに おいて後
任の役員が■任された場合には。当麟●会が綺

"す
るまで書任期とし、また、任期満了後後

任の役員が選任されていない場合には,任期0ホロ後最初の

"が
綺僣するまでその任期を

仲長する。/

3 柏欠のため、又は増員によつて戯任した役員の任期は、それぞれの■任者又は■任者の任
期の■存期間とする. ´

4 役員は、静任又は任期■了後においても、後任者が■任するまでは、その職書を行わなけ
ればならない。/

軟 員拍わ

第17彙 理事又は菫事のうち、その定菫の3分の1を超える者が欠けたときは、運澤なくこれ
を補発しなけれIまならないf

(解任)

第:8彙 役員が次の各号の―に餞饉するに奎つたと書は、●全において正全員●彙04分の3
以上の■決により、これを解任することができる.この場合、その役員に対し。■決の前に

弁明の機会を与えなけれはならない.´

(1)1日■0菫行に増えない状況にあると■められるとき.´

0■ 薔上の●●菫反その●役員としてふさわしくない行らがあったと書.´
〈颯■0
第19彙 役員は、その●薇の3分の1以下の籠目内で颯目を受けることがで書る。
2 役員には、その職3を●行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に口し●甍な事項は、

"0■
決を饉て。代■■事が鵬にためる。

‐`

CI員)

第20彙 この法人に、事薔局長その他の職員を置くことができる。
2 ●員は、代壺理事が任免する/
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(1)理事会が必口と口め招彙の口求をしたと●。
(2)正全員1鯰彙の6分の 1以上から会日の目的である事項を

"し
た0■をもつて招集0

請求があつたとき。

(3)第 15彙第4項第4■0規定により、腱事から招

“

があつたとき。

“

m
第25彙 ●会は、菫彙第2項

"3■
の場合を腱●.代轟理事が相彙する.

2 代表理事は、前彙第2■第 1■及び第2■0規定による●求があつたときは、その日から
鉤 日以内に|●時●会を招島しなければならない

`3 "を 佃彙すると書は,金●0日時。■所、目的及び書mを ■●した0■又は電磁的
方法をもつて、少なくとも6日歯までに遍知しなけれはならない。

4 ●会を招彙する●は、●会を場所の定めのない●全とすることができる.この場合.前項
に定める■知については、場所に代えて、●会を場所の定めのない●会とする●■び●会に

出慮するためにあ晏な事項を三知するものとする。
・

C●長)

第20彙 ●会の自長は。その
"に
おいて、出席した正全員の中から轟出する。

(定足欧)

第27彙 "は 、正全員●菫の2分の 1以上の出席がなければ日会することができない.
Gbυ
第

“

彙 ●会における●決事項は、第25彙●3項の規定によつてあらかじめ二知した事項とす
る。́

2 "の ■事は、この定摯に組定するもののほか、出席した正全員の過半歌をもつて決し、
可薔口薇のときは、日長の決するところによる.´

〈嚢決籠等)

第20彙 各正会員の襄決権は、平等なるものとする:

2 やむを,ない理由のため
"に
出席できない正全員は。あらかじめ二知された事項につい

て書■又は■■的方法をもつて■決し、スは●0正全員を代■人として■決を曇任すること

がで書る.

3 やむを得ない■由のため
"に
出席できない正全員は、ネットワーク10000薇●による

オンライン会■システム 〈覺●●の情颯伝■の風方向uび 口時性が■保されているものに
■る.以下同じ.)によって。

"に '加
し。壺決することができる。

ン

4 ●2項の規定により薇決した工全員は、第27彙、口彙第2■、次彙第 1項■び第m彙第 1
■の■用については、●会に出席したものとみなす

`5 "の 出決について,特用の利害口係を有する正全員は、その日事の目決に加わることが
できない。/

0事0
第∞彙 "の 口事については、次の事項を●●した■事彙書作成しなければならない。
(1)日時及び場所 (当餞場所に存しない社員が●会に出席した場合における当餞出席の方法

を含む。)〈場所のためのない●会であつたときは、日時、場所の定めのない0会であつ

た口及び出席■の出席の方法.)´

(2:)正全員●薇二び出席■菫〈書口着しくは電磁的方餞による二決書又は轟決曇任者がある場

合にあつては。その彙を付口|すること。)/

(3)響薔事項/

く4)■事の饉過0■晨■む■決0●暴
´

‘
■



0 ■事鰊署名人のコ任に目する事項
2 1■事彙には、口曇及びその会■において■任された議事彙署名人2人が署名又は日名押印
しなければならない.´

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書ロスは電磁的■彙によリロなのな思壼示をし
たことにより、

"の
決■があつたとみなされた場合においては,次の事項をE●した■事

饉を作成しなければならない

「(1)●会の決■があつたものとみなされた事項の内害
・

(21)前号の事項の■率をした■0氏名又は名称′

(3)●会0決ロポあったものとみなされた日/

〈4)l腱事彙の作咸に儡る●書を行つた者の氏書´
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第

“

彙 ■事会は、■事●餞の過半数の出席がなければ■全することができない。
0鵬0
第
"彙
 ■事会における■決事項は、

"“
彙第3■0規定によつてあらかじめ菫知した事項

とする。ただし、緊なの場合については、理事会出席●3分の 1以上の日意により■■とす

ることができるc

2 理事●0■事は、理事●彙の過半菫をもって決し、可否口薇のときは、日長の決するとこ
ろによる.

は決槽等)

第■彙 各理事のこ決籠は.平等なるものとする.
2 やむを得ない理由のため■事会に出席で會ない理事は、あらかじめ通知された事項につい
て書■又は電磁的方法をもつて■決すること、または他の■事を代理人として嚢決を曇任す

ることができる.

3 やむを得ない理由のため■事会に出慮できない理事は,ネットワーク|●●●0饉1口による
オンライン会ロシステムによつて、理事会に

'コ

し、轟決することができる
「4 宙2■の燿定により■決したヨ事は、常

“

彙及び次彙椰 1項の適用については、理事会に

出席したものとみなす。

5 理事会の腱決について。特
"の
■書■儡を有する■事は、その■事の日決に加わることが

できない.´

●事D
第
"彙
 理事会の■事については、次の事項を

“

した●事饉を伸成しなければならない。

(1)日時及び場所 (当腋場所に存しない役員が■事会に出鷹した場合における●摯出席の

方法を含む.)〈場所の定めのなしヽ理事会であつたときは、日時、場所の定めのない理
事会であつた口及び出席■0出席の方法.)

(21)■事綸薇、出席者餞及び出席奢氏名〈書ロスは電磁的方法による裏決者にあつては,そ

の口を付口:すること.)
(3)書■事項′

く4)■事の経過の■■■び■決0●暴・

(5)in事録署名人の選任に日する事項
2 ■事饉には。日長及びその会■において選任された■事饉署名人2人が署名又は日名押印
しなければならないγ

●7● 貴■■嘲 ´

く貴産の構口D´

椰

“

彙 この法人の責壼は、次の各号に掲げるものをもつて構成する.
(1)段立当初の財庄目饉にE●された貴壼 ´

0)入金全及び会費
(3)寄付金贔´

(4)財壼から生じる収益
・

C)事業に伴う収盤´

〈6)その他の収益′

〈責産の区分)´

第41彙 この法人の費壼は、特定非営利活動に係る事業に目する費庄の10とする。
(貴壼の管理)・

´
０



諄曖彙 この法人の費壼は、代薇理事が管■し、その方法は、理事会の日決を経て、代壼■事
が別に定める。

´

(虫針の日月)

第

“

彙 この法人の会計は、次に■げる凛日に従つて行うものとする。
(1)会計簿は、正燿の

“
"の「
月に■つて正しく●幡すること。

0 活●計年●、賃僣対日嚢及び財壼日彙は、会計簿に薔づいて活●に儡る事■0奥颯及び
財政状●に日する■奥な肉害を明腋に凛示したものとすること。

(3)揉用する0計儡■の暮準及び手薔については,各事彙年魔●●して適用し。みだりにこ

れを■■しないこと.´

崚詢 区分 ´

第44彙 この法人の合計は、特定非営利活働に儡る事■に出する会計の1■とするこ
(事彙計口及び予

"諄

“

彙 この去人の事彙計■及びこれに伴う予
=は
.代壼■事が作成し。理事会の■決を饉な

けれはならない

「(lr定予算)

第46彙 歯彙の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代壼理
事は、■事会の日決を饉て、予算成立の日まで■事彙年度の予算に準じ収曇費用を■行する

ことができる。
´

2 前項の収査費用は、新たに成立した予算の収菫費用とみなすぎ
〈事彙颯普及び決

"常47彙 この法人の事彙報告及び決算は、

“

彙年度ごとに代■■事が事彙颯告書、活■計算

書、賃僣対日姜ユび財菫日彙0と して伸咸し.菫事の菫壺を組て、その年度僣了後3か月以

内に理事会の承口を得なければならないJ

2 決算上‖,全を生じたときは,次事彙年魔に饉り饉すものとする.
G事業年度)

常

“

彙| こ0法人の事彙年魔は,毎年4月 1日に始まり二年3月 31日に饉わる。

(長期僣入金)

第

“

彙 この法人が費金の僣入をしようとするときは、その事彙年魔の収菫をもつて償遭する
短期倍入金を豫き、理事会の承口を得なければならない.´

●0章 =●0亡ヨ。解●■び合併
〈定歌の劇 E)

●m彙 この法人が定まを費更しようとするときは、●会に出席した正全員の4分の3以上の
出決を得なければならない。

´

2 定歓の■■は,次に■げる事項については、所
"庁…

■なけれはならない.

(1)目的・

C)名称
(3)特定非営利活鵬の■ロニび当●特定井雷網活■に優る事彙の■■

(4)圭たる事着所及びその他の事薔所の所在地 (所
"庁
の自■書伴うものに■る.)

0 正全員の費書の脅長に日する事項
〈6)役員に目する事項 (役員の定強に係るものを除く。)
〈71)全■に目する事項 ´

(3)その他の事彙を行う場合には,その種■その他出腋その他の事彙に目する事項

0 解散に日する事項 〈薔金財壼の●口すべ●■に儡るものに■る.つ
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第55彙 この定歌の菫行について
`晏
な綱用は。■事会の臓決を経て。代豪■事がこれを定め

る.

腑 用

1 この定
=は
,この法人の成立の日から菫行する.

2 この法人の餞立当初の役員は、次に儡げる者とする。
代衰■事        ,::辺 洋平
■代■■事

■事

同

岡

目

間

同

ロ

同

”

屁

水

胃

井

清

土E
■●

■日

松本

菫月

督也

貴子

将晉

■介

●

有書

弘子

麻紀

守山 菫彗子

8



監事           寺田 俊
"3 この法人の餞立当初の優員の任期はも第10彙
"1■
の規定にかかわらず、成立の日から平

成27年 6月 30日までとする.
4 この法人の■立当初の事業計■及び予算は、第■彙の燿菫にかかわらず、段立●会の定め
るところによるものとする。

~

5 この法人の鳳立当初の事業年魔は,"“彙0規定にかかわらず、成立の日から平成27年
3月 31日までとする.
6 この法人の設立当初の入

"及
び会費は、第3彙の燿定にかかわらず、次に掲げる●とす

る。

(1)

0

入金全

正 全 員

贅助全員

年会費

正 全 員

贅職全員

(儡人・団体)

(■人・団体)

(■人・団体)

に人・団

"(学」D

0円

0円

lQ O∞ 円

1ロ

1ロ

5,000円 0口以上)

3,0瞑)円 (1日以上)

晴■
この定歌は、平成30年 6月 8日から鮨行する.

附口

この定菫は。令和4年 10月 18日から■行する。

附用

この定款は、令和  年 月  日から鮨行する。

０

一



書式第 1■ (法第10条 。第23条関係)

役員名簿 (M"及‐■のう‐■餞
“
■の
“
)

特定非●■活鵬法人
こども口学・おとな書学7-ダコーダ

1 確日事項 (法第20条及び第21彙を■日の上、チェックを入れてください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)
口各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員―覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ) 報■の有無
(どちらかにO)

役職名等

氏   名

⌒

w菫 事

ツ′タショクタ●タ

〇 無 代表理事

角田 府太郎
ヨウノテツヤ

有〇 剛代表理事

河野 哲也

3く

=D・

露 ムラセタカ
コ

無 副代表理事

村瀬 貴子

4く :="〉
E事
アマノミワコ 有・C⊃
天野 美和子

5く :≡〕〉菫事
トパセユリ

  
有≪⊃

鳥羽瀬 有塁

6く

=D・

欝 ハタノユウイチ
 

有〇
幡野 雄一

7く :豆D〉
菫事 ホリコシムツ 有・(⊃

堀越 睦

8く饉D・露
7rC+3fr 有・⊂⊃
鈴木 有看

9《

=D・

露 <)tlEs=
有〇

松本弘子

lo《 :=〕〉菫事
モリオカチホ

 有。(⊃
盛田 千帆



書式第 1号 〈法第 10条 。第 23条関係)

11 理Ч∈D テラグトシロ 有
寺田 俊郎




